
ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化及び 

ロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等の禁止措置について 
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ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問

題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずるこ

ととした措置の内容に沿い、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき、ロシア連邦に対する武器

等の輸出制限の厳格化及びロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等の禁止措置を実施しまし

た。 

 
（１）措置の内容 

ロシア連邦に対する外為法に基づく（ⅰ）の措置並びに外務省告示（９月 24 日公布）により指

定されるロシア連邦の特定銀行等に関する外為法に基づく（ⅱ）及び（ⅲ）の措置を９月 24 日か

ら実施しました。 

（ⅰ） 武器等の輸出制限 

ロシア連邦を仕向地とする武器の輸出及び武器技術の提供並びに軍事用途の汎用品

の輸出及び当該汎用品に係る役務の提供について、審査手続を厳格化します。 

（ⅱ） 資本取引規制 

外務省告示により指定される団体による本邦における証券の発行又は募集を許可制と

します。 

（ⅲ） 役務取引規制 

外務省告示により指定される団体が本邦において証券を発行し、又は募集するために

行われる労務又は便益の提供を許可制とします。 

    （注）上記証券について、償還期限の定めのある証券については、当該償還期限が 90 日を超えるも

のに限ります。 

 
（２）上記（ⅱ）及び（ⅲ）に関し外務省告示により指定される対象団体 

別添記載の各団体及び当該各団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の 50％

以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）。 

 

 

 

 

連絡・問い合わせ先 

外務省欧州局ロシア課・日露経済室    ℡ 03-5501-8000 内線 5262 

財務省国際局調査課外国為替室     ℡ 03-3581-4111 内線 5753 

経済産業省通商政策局ロシア・中央アジア・コーカサス室  ℡ 03-3501-1511 内線 3005 


